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内職・モニター商法�
　内職やモニターの仕事を紹介するという口実で、高額な商
品や資格講座を契約させます。おこづかい稼ぎのつもりが、
思わぬ出費となり、仕事も紹介されないというトラブルが多
く発生しています。�

契約の中身をきちんと確認し、負担（出費）を伴う内職やモ
ニターは相手を信用できるか良く考えて契約しましょう。契
約書をよく読むことが大切です。�

マルチ商法�
　他人を組織に参加させたり物の販売などをさせるとあなた
も儲かりますよと誘って、その人に加盟料や商品購入等の負
担をさせて、再販売や紹介販売等をさせる取引です。�
　簡単に高収入が得られるような説明がなされますが、その
ようなことはきわめて稀です。�

次々に友人などを巻き込み、人間関係を壊すことも。誘われ
た相手が迷惑することも考えてください。まして、社会人が
サイドビジネスとして行うと、就業規則などに違反するおそ
れもあります。�

出費は�
ありませんか？�

よく考えて�
ください！�

典型的な消費者トラブルの例�典型的な消費者トラブルの例�

�

一. 

内
職
・
モ
ニ
タ
ー
商
法
に
係
る
規

　
　
制
の
新
設�

�
�

①
事
業
者
へ
の
書
面
交
付
の
義
務
づ
け
　

（
特
定
商
取
引
法
）�

　
　
事
業
者
は
、
顧
客
と
契
約
を
締
結
す
る

　
と
き
ま
で
に
、
事
業
概
要
（
販
売
す
る
商

　
品
は
何
か
、
収
入
は
ど
の
よ
う
に
得
ら
れ

　
る
の
か
な
ど
）
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付

　
す
る
と
と
も
に
、
契
約
の
締
結
時
に
は
、

　
締
結
し
た
契
約
の
内
容
（
商
品
等
の
内
容
、

　
顧
客
の
取
引
に
伴
う
負
担
内
容
、
契
約
解

　
除
の
条
件
な
ど
）
を
明
ら
か
に
す
る
書
面

　
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

②
広
告
規
制
（
特
定
商
取
引
法
）�

　
　
事
業
者
は
広
告
す
る
と
き
に
は
、
そ
の

　
中
に
重
要
な
事
項
（
商
品
等
の
種
類
、
顧

　
客
の
取
引
に
伴
う
負
担
内
容
、
仕
事
の
提

　
供
に
つ
い
て
広
告
す
る
と
き
は
そ
の
提
供

　
条
件
な
ど
）
を
必
ず
表
示
す
る
と
と
も
に
、

　
誇
大
な
広
告
を
行
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
ま

　
す
。�

③
不
適
切
な
勧
誘
行
為
の
禁
止
（
特
定
　

　
商
取
引
法
）�

　
　
事
業
者
は
勧
誘
の
際
に
、
虚
偽
の
こ
と�

　
最
近
、
主
婦
や
若
者
な
ど
に
対
し
て
、
後
か
ら
収
入
が
得
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
誘
い
、

高
額
な
商
品
を
売
り
つ
け
る
悪
質
な
「
内
職
・
モ
ニ
タ
ー
商
法
」
や
「
マ
ル
チ
商
法
」
（参
考
一
）

に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
急
増
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
電
子
商
取
引
の
拡
大
に
伴
い
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
通
販
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
も
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
消

費
者
ト
ラ
ブ
ル
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
「
訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
」
と
「
割

賦
販
売
法
」
の
改
正
が
行
わ
れ
、
本
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
今
回
の
改

正
に
よ
り
「
訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
」
は
、
「
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
特

定
商
取
引
法
」
と
い
う
。
）
に
名
称
が
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
以
下
に
、
今
回
の
法
改
正
の
概

要
を
紹
介
し
ま
す
。�

〈
参
考
一
‥
「
内
職
・
モ
ニ
タ
ー
商
法
」
、「
マ
ル
チ
商
法
」
と
は
？
〉�

・
「
内
職
・
モ
ニ
タ
ー
商
法
」
と
は
、
「
パ
ソ
コ
ン
を
買
え
ば
、
そ
れ
を
使
っ
た
内
職
を
紹
介
す
る
」

　
と
い
う
よ
う
に
、
内
職
等
の
仕
事
を
提
供
す
る
の
で
収
入
が
得
ら
れ
る
と
誘
い
、
仕
事
に
必
要
で
あ

　
る
と
し
て
、
商
品
等
を
売
り
つ
け
る
商
法
。�

・
「
マ
ル
チ
商
法
」
と
は
、
個
人
を
商
品
等
の
販
売
員
と
し
て
勧
誘
し
、
さ
ら
に
次
の
販
売
員
を
勧
誘

　
す
れ
ば
収
入
が
上
が
る
と
し
て
販
売
活
動
さ
せ
、
連
鎖
的
に
販
売
組
織
を
拡
大
す
る
商
法
。�

〜
悪
徳
商
法
か
ら
消
費
者
保
護
を
図
る
た
め
の
規
制
強
化
〜�

訪
問
販
売
法
と
割
賦
販�

売
法
の
改
正
に
つ
い
て�
訪
問
販
売
法
と
割
賦
販�

売
法
の
改
正
に
つ
い
て�

法
改
正
の
概
要�

法
改
正
の
概
要�
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を
言
っ
た
り
、
相
手
方
を
威
し
て
困
惑
さ

　
せ
た
り
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。�

④
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
制
度
の
導
入
（
特
定

　
商
取
引
法
）�

　
　
顧
客
は
契
約
締
結
後
二
十
日
間
は
、
無

　
条
件
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま

　
す
。�

⑤
ク
レ
ジ
ッ
ト
取
引
に
お
け
る
抗
弁
権
の

　
接
続
（
割
賦
販
売
法
）�

　
　
顧
客
と
販
売
業
者
と
の
間
で
、
例
え
ば

　
仕
事
の
報
酬
の
不
払
い
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル

　
が
起
こ
り
、
顧
客
が
契
約
を
解
除
し
た
場

　
合
な
ど
に
、
顧
客
は
、
そ
れ
を
理
由
と
し

　
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
か
ら
の
請
求
を
拒
む

　
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

�

二. 

マ
ル
チ
商
法
に
係
る
規
制
の
強
化�

�
�

　
マ
ル
チ
商
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も

　
訪
問
販
売
法
で
規
制
を
行
っ
て
い
た
と
こ

　
ろ
で
す
が
、
今
回
、
更
に
規
制
を
強
化
し

　
ま
し
た
。�

①
広
告
規
制
の
強
化
（
特
定
商
取
引
法
）�

　
　
従
来
の
取
引
で
は
、
広
告
は
本
社
が
行

　
い
、
個
人
勧
誘
員
は
口
コ
ミ
で
友
人
や
親

　
戚
を
誘
い
込
む
と
い
う
の
が
一
般
的
で
し

　
た
が
、
近
時
、
個
人
勧
誘
員
が
雑
誌
や
イ

　
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
広
告
を
使
っ
て
組
織

　
拡
張
を
図
る
事
例
が
増
え
て
き
て
お
り
、

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
個

　
人
の
勧
誘
者
、
販
売
者
に
よ
る
広
告
も
規

　
制
の
対
象
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
商
品
や

　
金
銭
負
担
の
内
容
等
の
表
示
に
加
え
、
広

　
告
中
に
「
利
益
が
得
ら
れ
る
」
と
書
く
と

　
き
に
は
、
そ
の
具
体
的
根
拠
（
計
算
の
方

　
法
）
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

　
と
す
る
と
と
も
に
、
誇
大
な
広
告
を
禁
止

　
す
る
規
定
を
新
た
に
設
け
ま
し
た
。�

②
規
制
逃
れ
の
防
止
（
負
担
下
限
額
の
廃

　
止
）
（
特
定
商
取
引
法
）�

　
　
現
行
制
度
で
は
、
契
約
で
の
負
担
額
が

　
二
万
円
以
上
の
取
引
に
限
っ
て
規
制
し
て

　
お
り
ま
し
た
が
、
規
制
逃
れ
が
横
行
す
る

　
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
何
ら
か
の
金
銭
負

　
担
が
あ
る
も
の
は
全
て
規
制
対
象
と
し
ま

　
し
た
。�

�

三. 

電
子
商
取
引
に
係
る
消
費
者
保
護

　
　
の
強
化�

�
�①

ネ
ッ
ト
通
販
に
お
け
る
消
費
者
ト
ラ
ブ

　
ル
へ
の
対
応
（
特
定
商
取
引
法
）�

　
　
「
無
料
サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
な
画
面
だ
っ

　
た
の
で
、
無
料
と
思
っ
て
ク
リ
ッ
ク
し
た

　
ら
、
有
料
の
申
込
に
な
っ
て
、
代
金
を
請

　
求
さ
れ
た
。
」
と
い
う
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル

　
を
防
止
す
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通

　
販
の
申
込
画
面
等
に
お
い
て
、
わ
か
り
や

　
す
い
画
面
表
示
を
行
う
こ
と
を
事
業
者
に

　
義
務
づ
け
ま
し
た
。�

②
カ
ー
ド
レ
ス
取
引
の
規
制
対
象
化
（
割

　
賦
販
売
法
）�

　 

「
カ
ー
ド
レ
ス
取
引
」
（
参
考
二
）�

に
つ
い
て
も
、
カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
る
場
合

と
同
様
に
、
割
賦
販
売
法
に
よ
る
消
費
者
保

護
規
制
の
対
象
と
し
ま
し
た
。�

�
　
沖
縄
県
内
に
お
い
て
も
、
マ
ル
チ
商
法
に

係
る
苦
情
・
相
談
件
数
が
こ
こ
数
年
増
加
し
、

平
成
十
一
年
度
に
は
四
百
件
を
超
え
、
全
相

談
件
数
に
占
め
る
比
率
で
は
全
国
の
約
二
倍

と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
こ
の
要
因
と
し
て
沖
縄
で
は
、
地
縁
、
血

縁
関
係
が
強
い
上
、
ユ
イ
マ
ー
ル
（
相
互
扶

助
）
や
模
合
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
横
の

人
間
関
係
も
強
く
、
そ
の
た
め
、
親
戚
や
知

人
・
友
人
な
ど
か
ら
の
誘
い
に
対
し
、
な
か

な
か
断
れ
な
い
と
い
っ
た
状
況
が
生
じ
や
す

い
社
会
環
境
に
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

悪
質
な
業
者
は
、
こ
の
よ
う
な
環
境
に
つ
け

込
ん
で
、
手
を
変
え
品
を
変
え
、
悪
質
な
マ

ル
チ
商
法
を
展
開
し
て
い
ま
す
。�

  

そ
の
た
め
、
当
局
で
は
、
沖
縄
県
県
民
生

活
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
た
消
費
者
相
談
の
実

施
や
沖
縄
県
、
沖
縄
県
警
な
ど
の
関
係
機
関

と
の
連
絡
会
議
、
消
費
者
啓
発
講
座
の
開
設

な
ど
を
通
し
、
悪
質
な
マ
ル
チ
商
法
の
被
害

や
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止
を
図
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
消
費
者
自
ら
が
用
心
す
る
こ

と
が
最
も
大
切
な
と
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。�

〈
参
考
二
‥
「
カ
ー
ド
レ
ス
取
引
」
と
は
？
〉�

・
「
カ
ー
ド
レ
ス
取
引
」
と
は
、
物
理
的
な
カ
ー
ド

を
交
付
す
る
の
で
は
な
く
、
消
費
者
が
ク
レ
ジ
ッ
ト

会
社
か
ら
Ｉ
Ｄ
や
パ
ス
ワ
ー
ド
等
を
も
ら
い
、
そ
れ

の
み
を
使
っ
て
行
う
ク
レ
ジ
ッ
ト
取
引
。�

マルチ商法のトラブル例�

被害に遭わないためのポイント�
�①うますぎる話には乗らない�

　　うまい話は、世の中にそんなにあるものではありません。そんなに儲かれば、   
　業者は教えないで、自分でやるはずです。うますぎる話は悪質商法と疑ってか
　かり、用心しましょう。�
②毅然とした態度で断る�
　　電話による勧誘などの場合、中途半端な態度や優柔不断な対応は、相手につ
　け込まれるスキをつくります。断るなら毅然とした態度と言葉で断りましょう。�
③一人で悩まないで、第三者に相談�
　　セールスマンの言うことをうのみにしないことです。迷ったら一人で悩まな
　いで、家族や友人、又は消費者センターなどに相談しましょう。�
�
�
　沖縄県県民生活センター　　　　　　　　　　（098）863-9214�
　沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室　　　（098）862-4373☎

☎

沖
縄
県
の
現
状
と
当
局
の
取
組
み�

沖
縄
県
の
現
状
と
当
局
の
取
組
み�

●消費者相談の窓口�


